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(57)【要約】
【課題】被介護者に精神的及び肉体的負担をかけずに、
被介護者の就寝中の身体的データを収集し、健康管理の
ために有効に活用する。
【解決手段】被介護者の身体の下に配置した圧力センサ
ーにより、被介護者の体動を検出し、ノイズを除去し心
拍数、呼吸数、寝返りの状態、咳や鼾、離床の状態など
の信号に整理分割し、離れたところで監視する介護者に
リアルタイムで、グラフ化して提供し、異常があった場
合はアラーム及び音声で警報をモニター画面及び携帯端
末機器を通して発する。さらに、警報によって対応した
処置については処置内容を記録することが可能であり、
これをそのまま被介護者の履歴として保存できる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被介護者の身体の下に配置したセンサーにより、該被介護者の体動を検出する体動検出
手段と、前記体動検出手段により得られた信号のノイズを除去してクリーンなデータとし
て取り出し、生体情報信号をデータ処理部へ送信するデータ送信処理部と、送られたデー
タを適切な信号に変換してモニター画面に表示するデータ処理部とモニター部よりなる就
寝モニター装置。
【請求項２】
　前記データ送信処理部が、センサーからの生態情報を信号の強度、周波数により心拍数
、呼吸数、寝返りの状態、咳や鼾、さらには離床の状態を把握できる信号に整理分割する
機能を備えたことを特徴とする請求項１記載の就寝モニター装置。
【請求項３】
　前記データ処理部が新たに記録された該被介護者生態情報と予め記録されている過去の
該被介護者の生態情報を比較することによって、該被介護者の異常を検出し、該被介護者
の異常情報をモニター画面に表示するとともに、音声及びアラームでモニター部及び携帯
電話やＰＨＳ等の携帯端末機器に伝達する機能を備えたことを特徴とする請求項１記載の
就寝モニター装置。
【請求項４】
　前記被介護者の異常を携帯端末機器に伝達するデータ処理部と信号を受けた該携帯端末
機器においては、双方向通信が可能である機能を備えたことを特徴とする請求項３記載の
データ処理部と携帯端末機器。
【請求項５】
　前記就寝モニター装置に使用されるデータ送信処理部は、データ処理部への信号送信手
段として、無線ＬＡＮ、予め敷設された有線ＬＡＮ回線、電力線通信さらにはインターネ
ット回線を使うことにより、離れた場所へリアルタイムで情報を伝達できる機能を備えた
ことを特徴とする請求項１記載の就寝モニター装置。
【請求項６】
　前記データ処理部により処理、表示されたモニター画面内容について、異常警報に対処
した処置内容等を記録、表示し、被介護者の履歴として電子的に保存できる機能を備えた
ことを特徴とする請求項１記載の就寝モニター装置。
【請求項７】
　前記データ処理部は、データ送信処理部から送られてくる複数人の被介護者のデータを
同時に処理し、その中から指示された任意のデータを必要に応じて選択表示する機能を備
えたことを特徴とする請求項１記載の就寝モニター装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高齢者や介護を要する患者等のベット上での状況を的確に把握して、利用者
の状態を定期的にチェックして状態を記録し、異常時には警報を発するなど必要なサービ
スをリアルタイムで提供することを目的とした就寝モニター装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現代社会は高齢者の人口比が高い高齢化社会となっており、それに伴う介護の負担が増
大している。
　高齢化社会となることは予見されてはいたが、それに対する施設の整備は追いついてお
らず、また被介護者に対しては常に気を配る必要があるにもかかわらず、介護者も不足し
ていることから、介護者一人当たりの被介護者の数が増加する一方で、被介護者に対する
サービスも十分にされていないのが現状である。
【０００３】
　健康状態を把握する方法として、検査や問診を頻繁に行うことがなされているが、従来
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の方法では被介護者に種々の測定器を装着する必要があり、多くの時間を要するし、睡眠
中の被介護者の測定は困難であった。
【０００４】
　変化する被介護者の体調は一定ではなく、徐々に変化する場合、または劇的に変化する
場合など様々であり、被介護者は自覚のない場合が多いため介護者が変化の兆候を容易に
知ることは難しい。
【０００５】
　従来呼吸数、体動などの生態情報を収集する装置は、人体に各種の情報検出用の電極を
取り付けて、この電極で検出された信号をリード線を介して測定装置に送信することによ
り人体の生態情報を収集するようにしたものが多く使用されている。
　このような従来の装置では、人体に情報検出用の電極を取り付けるために、使用中に電
極の位置がずれて信号が変化したり、収集リード線が電極の交差点や寝具の折り目で断線
しやすいなど種々の課題を有していた。
【０００６】
　さらに、前記の情報検出用電極を人体に取り付けることは、被介護者に精神的、肉体的
に負担をかけることになり、被介護者の精神状態を乱し、治療等に悪影響を与えるという
問題もあった。
【特許文献１】特開平９－７５３１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記問題をふまえ、被介護者に精神的及び肉体的負担をかけずに、被介護者の就寝中の
身体的データを収集し、健康管理のため有効に活用することが課題となる。ここで、健康
状態を把握するための身体データを、検出器を被介護者に装着することなくモニタリング
するために、被介護者の心拍数、呼吸、寝返り、咳や鼾、離床などを知るには体動を検出
することがその有効な手段となる。
　心拍数、呼吸、寝返り、咳や鼾、離床などは独特の周波数成分を持っているため、必要
な周波数を選択的に拾うことで各々の状況を知ることができる。
【０００８】
　本発明は、高齢者や介護を要する患者等のベット上での状況を的確に把握して、利用者
の状態を定期的にチェックして状態を記録し、必要なサービスをリアルタイムで提供する
ことを可能とした就寝モニター装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明では、被介護者に身体的、心理的に負担をかけることなく、就寝中の睡眠の状態
を監視し、被介護者の健康管理を行い、緊急時には短時間での対応を可能とする就寝モニ
ター装置を提供することである。
【発明の効果】
【００１０】
　第１の発明は、被介護者の身体の下に配置したセンサーにより、該被介護者の体動を検
出する体動検出手段と、前記体動検出手段により得られた信号のノイズを除去してクリー
ンなデータとして取り出した信号をデータ処理部へ送信するデータ送信処理部と、受信し
たデータを分析してモニター画面に表示する就寝モニター装置である。
【００１１】
　第２の発明は、前記データ送信処理部がセンサーからの生態情報を信号の強度、周波数
により心拍数、呼吸数、寝返りの状態、咳や鼾、さらには離床をを把握できる信号に整理
分割する機能を備えたことを特徴としている。
【００１２】
　第３の発明は、前記データ処理部に新たに記録された該被介護者生態情報と、予め記録
されている過去の該被介護者の生態情報を比較することによって、該被介護者の異常情報
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をモニター画面に表示するとともに、音声及びアラームでモニター部及び携帯電話やＰＨ
Ｓ等の携帯端末機器にリアルタイムで伝達する機能を備えたことを特徴としている。
【００１３】
　第４の発明は、被介護者の異常を携帯電話やＰＨＳ等携帯端末機器に伝達するデータ処
理部と信号を受けた該携帯端末機器においては、双方向通信が可能である機能を備えたこ
とを特徴としている。
【００１４】
　第５の発明は、前記就寝モニター装置に使用されるデータ送信処理部は、データ処理部
への信号伝達手段として無線ＬＡＮ、予め敷設された有線ＬＡＮ、電力線通信さらにはイ
ンターネット回線を使うことができ、離れた場所へリアルタイムで情報を伝達できる機能
を備えたことを特徴としている。
【００１５】
　第６の発明は、前記データ処理部により処理、表示されたモニター画面内容について、
異常警報に対処した内容等を記録、表示し、被介護者の履歴として保存できる機能を備え
たことを特徴としている。
【００１６】
　第７の発明は、前記データ処理部は、データ送信処理部より送られてくる複数人の被介
護者のデータを処理し、その中から監視者の選択した任意のデータを必要に応じて選択表
示する機能を備えたことを特徴としている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の実施例について説明する。なお、これにより本発明が限定されるものではない
。
　図１は本発明にかかる圧力センサーａから検出した体動のデータがデータ送信処理部ｂ
を経由して無線ＬＡＮ送信部ｃまで移動する経路の概念図である。圧力センサーａは軽量
高感度のものを定規型の薄いシールドされたケースに入っており、図５に示すようにベッ
ドの架台ｈとベットマットｇの間に２本１組で設置されている。
【００１８】
　圧力センサーａは１本でも情報の収集は可能であるが、２本１組として使用することに
より、ノイズを除去する効率をあげることができるため本実施例では２本使用している。
【００１９】
　圧力センサーａで収集された体動のデータは、データ送信処理部で必要とする情報の信
号を整理分割し、シリアル信号から最適な形態の信号に変換され、無線ＬＡＮ送信部ｃに
より図２ｄの無線ＬＡＮ受信部が受信する。
【００２０】
　本実施例では、データ送信に無線ＬＡＮを使用して離れたデータ処理部に送っているが
、予め施設内に敷設されたＬＡＮ回線、ペースメーカー等を使用している被介護者への影
響を考慮して電力線通信を使用することやインターネット回線の使用も可能である。
【００２１】
　データ送信処理部より送られたデータは、データ処理部機能を有するホストコンピュー
タで解析が行われ、モニター画面に表示される。
【００２２】
　本発明は複数の被介護者各々の複数のデータをモニタリングできることが特徴のひとつ
であり、その選択は図２のモニター部ｆでの操作で行うことができる。
【００２３】
　図３に体動を圧力センサーａにより得て整理分割したデータをグラフ化して表示した画
面を示す。
　体動により検出されるデータとして本実施例では離床、咳や鼾、呼吸数、寝返りの状態
を示すが、それは図３中の４つのグラフＡｃｔｉｖｉｔｙ、Ｓｏｕｎｄ、Ｂｒｅａｔｈｉ
ｎｇ、Ｒｏｌｌｉｎｇと表示されたグラフに各々対応している。
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　これら検出されるデータはいずれも被介護者にとって大きなダメージを受ける可能性の
あるものであり、例えば離床に関してはベットからの転落あるいは徘徊などによる事故、
咳や鼾については急激な咳込みによる呼吸困難や痰のからみによる呼吸障害、呼吸数につ
いては不規則な呼吸状態から推測される各種疾病、寝返りについては安眠できない身体の
異常等であり、これらをチェックすることで被介護者が負うリスクの大幅な回避が可能と
なる。
【００２４】
　このグラフ作成のためのデータ収集時間間隔は設定が可能であり、比較的安定した被介
護者の場合は測定間隔を長く、そうでない場合は短くすることで状態に合わせたモニタリ
ングが可能である。
【００２５】
　異常値がでた場合はモニター画面、携帯機器端末を通して、警報のアラームや音声によ
り介護者に通報される。異常の基準には個人の過去の情報が用いられるが、その設定レベ
ルはモニター画面より変更可能であり、不必要な警報発動を抑止できる。
【００２６】
　携帯端末機器への警報は関係する複数の介護者のもとに同時に届くが、双方向通信が可
能であるため介護者の一人が応答した場合、他の介護者へは対応不要の連絡が再度送信さ
れることで、必要以上の介護者への負担を回避することができる。
【００２７】
　被介護者に異常があり、介護者が対応した処置については図４に示す画面に変更し、そ
の対応の内容を記載し、履歴として残すことが可能である。この機能により都度手書きも
しくは別ファイルに記載する必要がなくなり、介護者の手間を大幅に削減すると共に、情
報の一括処理により紛失等の事故を防ぐことが可能となる。さらにこの画面では警報の内
容をアイコンで表示し、対応が何について行われたかも一目瞭然となる。
【００２８】
　本発明によれば、横臥中であれば体動検出手段により常にデータの収集が可能であり、
さらに少数の介護者で多数の被介護者の健康状態を監視できるという利点がある。そのこ
とから、入院中の患者もしくは寝たきり状態の高齢者に対しては２４時間体制での対応が
可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　従来の身体データを測定する装置では各種検出装置からの配線が必要で、被介護者の睡
眠時に適用するには被介護者に精神的、肉体的なストレスを与えることになり、その結果
正確にその時の体調を反映するデータの採取が困難であったが、本発明の方法を用いれば
検出器を直接装着しないため、精神的、肉体的なストレスを与えることなく被介護者の正
確な情報を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本実施例の体動検出システムの概念図である。
【図２】本実施例のデータ解析、モニタリングシステムの概念図である。
【図３】検出情報を項目別にグラフ化して表示した画面である。
【図４】警報のアイコン表示と対応処置を記載した履歴表の画面である。
【図５】ベットに圧力センサーをセットした透視図である。
【図６】データ処理部と携帯端末機器の双方向通信を示す概念図である。
【符号の説明】
【００３１】
　ａ　　圧力センサー
　ｂ　　データ送信処理部
　ｃ　　無線ＬＡＮ送信部
　ｄ　　無線ＬＡＮ受信部
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　ｅ　　データ処理部
　ｆ　　モニター部
　ｇ　　ベットマット
　ｈ　　ベット架台
　ｉ　　携帯端末機器
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